
矢巾町食料品物価高騰対策支援金のお知らせ 
 
矢巾町では昨今の食料品等の物価高騰対策として、令和８年１月１日現在、矢巾町に住民登録がある

皆様に一人当たり８，０００円の給付を行います。 

給付は世帯主の方に対して一括して行われます。 

マイナンバーカードに登録している口座（公金受取口座）に原則として入金されますが、口座登録の

無い方、別の口座に入金希望の方は改めて今回の給付口座を登録し、その口座に入金となります。 

 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

【手続きについて】 

次のアに該当する場合は「確認書」の返送は不要です。 

イ～エに該当する場合は添付書類と共に上記「確認書」を同封の封筒で返送願います。 

確認書及び添付書類の返送は、口座情報の変更・新規口座登録・代理人届・辞退いずれの場合も、確

認書記載の年月日までに必ずお願いします。 

期限を過ぎた場合は受領希望でも辞退とみなし支援金を受け取れない場合があります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

矢巾町 

① 矢巾町食料品物価高騰対策支援金給付要件確認書を送付 

② 口座変更、口座登録、代理人届出、辞退の場合に確認
書・添付書類を返送（確認書に記載の月日までに） 各世帯 

③ 口座が確認できたら振込 

ア 確認書に口座情報の記載があり、その口座で問題ない場合 
⇒ 確認書は返送不要です。３月中旬に口座に入金されます。 

イ 確認書に口座情報の記載があるが、別の口座に入金希望の場合 
⇒ 「確認書」の裏面に変更したい口座情報を記載し、通帳の写しまたはキャッシュカードの写し（金

融機関、支店、口座番号が分かる部分）を添付して「確認書」と一緒に郵送。 

 ３月下旬に変更した口座に入金されます。 

ウ 世帯主ではない方（代理人）が確認する場合 
⇒ 「確認書」の裏面に代理人の情報を記載し、世帯主と代理人の身分証明書を添付して同封の封筒で

「確認書」と一緒に郵送。 

３月下旬に口座に入金されます。 

エ 辞退する場合 
⇒ 「確認書」の表面に辞退の意思表示を記載し、連絡先を記載して同封の封筒で「確認書」を郵送。 

オ 受領希望でも口座情報に誤りがある場合、口座情報の届出がない場合、確認連絡が
できない場合 

⇒ 令和８年３月２３日までに口座情報の確認ができない場合は、辞退とみなし給付されない場合があり

ます。 

ご不明な点は裏面のＱ＆Ａをご覧ください。 



支援金に関する Q＆A 

 

Ｑ１ 令和８年１月１日に住民登録があるということは。 

Ａ１ 令和８年１月１日までに矢巾町に転入した方、令和８年１月２日以降に矢巾町を転出した方、令和８

年１月１日以前に生まれた方、令和８年１月２日以降に亡くなった方が対象となります。届出した日では

なく、実際に転入・転出・出生・死亡があった日となります。 

 

Ｑ２ 一人世帯の方が亡くなった場合は、誰かが代わりに受け取れるか。 

Ａ２ 一人世帯の方が基準日以降に亡くなった場合は、基準日に生存していても代わりに受け取ることはで

きません。世帯主が亡くなった場合には、同じ世帯に同居していた親族がいた場合には、その中から受給

する人を代理人として届出できます。 

 

Ｑ３ 世帯主の都合により代わりの者が受給したい。 

Ａ３ 世帯主の方が亡くなった場合や法定代理人の方がいる場合以外は書類の確認と代わりに申請はできま

すが、原則世帯主名義の口座に入金となります。 

 

Ｑ４ 町外転出している人も対象となれるか。 

Ａ４ 国内転出であれば基準を満たす人は対象となれます。国外転出は対象外となります。 

 

Ｑ５ 所得に関係なく一律一人８，０００円か。未成年が世帯主でも受け取れるか。 

Ａ５ 今回は所得や障害度合、生活保護など関係なく一人当たり一律８，０００円となります。未成年の方

が世帯主でも受給出来ます。 

 

Ｑ６ 理由があり口座で受け取ることができないがどうしたらよいか。 

Ａ６ 矢巾町役場１階出納室窓口で現金で受け取ることができますが、日時の指定がありご相談願います。 

 

Ｑ７ 確認書に記載されている返送が必要な年月日までに返送できなかった。 

Ａ７ 給付口座の変更、新規口座登録や代理人の指定が間に合わない場合は、辞退とみなされ給付できない

場合があります。 

 

Ｑ８ ３月末になっても届けた口座に入金されない。 

Ａ８ 口座情報が誤っている、添付書類がないため確認できないなどで令和８年３月２３日までに確認がと

れなかったものは、辞退とみなされ給付できない場合があります。 

 

Ｑ９ 一緒に暮らしている人数と支援金の合計額が合わない。 

Ａ９ 令和８年１月１日現在、矢巾町に住民登録がある方（Ａ１参照）を対象として算出しており、個々の

事由において実態と合わない点があり、必ずしも合計額が一致しないことがあります。 

 

Ｑ10 実際には令和８年１月１日までに転入していた。又は令和８年１月２日以降に転出しているが、今か

ら届出した場合に対象となれるか。 

Ａ10 住民基本台帳法では転出の場合は事前に届出、転入の場合は１４日以内に届出となっており、この期

間外に届出をしても対象とはなりません。 

 

Ｑ11 今からマイナンバーカードに紐づけ口座を登録してその口座に入金となるか。 

Ａ11 これから口座登録をしても当方に口座情報が反映されないので、今回は口座登録がない方は確認書に

口座情報を記載して返送願います。今後同様の給付金があるかもしれないので、マイナンバーカードの方

は口座も登録をお勧めします。 

 

 

      

【お問い合わせ先】 

矢巾町未来戦略課 

ＴＥＬ ０１９－６１１－２７３０ 

【お問い合わせ時間帯】 

土日祝日除く ９：００～１７：００ 


